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知的・発達障害児における柔道療育の事例研究：
放課後等デイサービス笑光における取り組みについて
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Ⅰ　緒言
　昨今，教育や福祉の現場において知的・発達障
害者の増加が課題として採り上げられている．内
閣府（2021）によると，知的障害者人口は 2011
年が約 62 万人と報告されているが，2016 年には
それが約 96 万人と報告されており，5 年間で約
34 万人増加していることがわかる 15）．また知的
障害者については健常者と比較して，運動能力が
低いことがこれまでに多数報告されている 1）5）8）．
それに加え特別支援学校ではかなり以前から教室
が不足しており，教室を増設している学校が少な
くないそうである 17）．これらより，知的障害者
を対象とする教育や福祉現場の需要が高まってい
ることが窺える．
　他方発達障害については，文部科学省（2012）
によると通常学級に在籍する児童の 6.5％が発達
障害を有する可能性があると報告されている 11）．
また高木（2018）は 2004 年の発達障害者支援法
の制定に伴い，いわゆる「発達障害者」とされる

人々への注目が高まったと論じている 20）．梅沢
ら（2019）は発達障害に含まれる自閉スペクトラ
ム症（Autism Spectrum Disorder，以下 ASD と
訳す）を持つ者は器用な運動動作や日常生活で行
う多岐に渡る運動で困難が生じると述べてお
り 21），Green（2009）は ASD 者の約 8 割が運動
障害を呈していることを報告している 2）．これま
でには運動機能など多くの課題を抱えている障害
者への自立支援として，柔道を用いた運動療育・
療法が障害者施設や病院，特別支援学校で実施さ
れていることが複数報告されている 12）13）14）22）．既
に欧米では柔道や柔道に関連した動作が精神・心
理医療面のリハビリテーションとして広く用いら
れていると佐々木（2003）が報告していることか
らも 18），日本でもさらに普及されることが期待
される．同じく佐々木（2004）は障害のある青少
年にとって柔道の実践が心の調整や体力の調整に
有効であり，心理的葛藤を解決する可能性を有し，
姿勢の調整や態度形成，運動能力の開発にも効果
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を発揮していることを論じている 19）．近年では
発達障害を持つ子供を対象とする柔道指導者へ向
けた指南書『発達が気になる子が輝く柔道＆ス
ポーツの指導法』16）が出版され，その中で発達障
害児にとっては柔道が様々な効果をもたらす可能
性があると述べられている．要約すると下記のよ
うになる．
　1．コミュニケーション力を高めたり，運動を
することで衝動的な行動を抑えさせたりするな
ど，SST（ソーシャルスキルトレーニング）とし
ての効果がある．
　2．柔道で相手と組み合い，相手の動きを感じ
たり，相手のペースに合わせて動いたりすること
によって認知力や社会性が育まれる．
　3．柔道におけるバランスの崩し合いの動きが
バランス感覚を育む．
　4．一対一の競技であるため指導しやすく，指
導者は評価が容易である．
　5．一対一の対人競技であるため，社会性やコ
ミュニケーション能力が育まれる．またチームス
ポーツと比べてコミュニケーションの複雑性が低
いため，発達障害児でも取り掛かりやすい．
　以上より，柔道療法・療育は複数例報告があり，
柔道の新たな活用方法であると考えられる．今日
では知的障害者のための競技会としてスペシャル
オリンピックスが開催されるようになり，柔道も
その種目として採用されている．このことからも，
障害者における柔道の存在とその意義が認知され
始めていると考えられよう．
　ところで，平成 24 年に児童福祉法で位置づけ
られた放課後等デイサービスという新たな児童発
達支援がある 6）．放課後等デイサービスでは就学
している障害児を対象として，放課後や休日に自
立支援や生活能力の向上などを目的とした訓練，
いわゆる療育を施している．放課後等デイサービ
スの全国の利用者については平成 28 年度の各月
平均で 140,442 人とあるが，令和 3 年 2 月では
247,851 人と，約 5 年で 10 万人以上増えている．
事業所数も同期間で 3,000 箇所以上増えている 7）．
これらの数字から，また先述した昨今の知的障害
や発達障害を取り巻く環境から放課後等デイサー

ビスが現代社会に必要とされている様子が窺えよ
う．
　上述のこの放課後等デイサービスにおいて，柔
道を利用した発達支援活動をしている施設が鹿児
島県にあり，本研究では当該施設に着目すること
とした．無論，放課後等デイサービスで柔道を実
施した報告はこれまでにない．当該施設では柔道
を通した発達支援活動を「柔道療育」と称してお
り，放課後等デイサービスを必要とする児童が増
えてきている現代において，柔道の新しい活用方
法や価値を発見できる可能性がある．なお，当該
施設はこれまでに南日本新聞（2019）の 1 面にも
取り上げられており，既に世間の注目を集めてい
ることが推察される 9）．本研究では放課後等デイ
サービスにおける柔道療育が具体的に現場におい
てどのように実施され，またどのような効果をも
たらす可能性があるのかを調査，検討する．

Ⅱ　調査方法
1．対象施設
　本研究では鹿児島県鹿屋市に所在する合同会社
笑光注 1）が運営する放課後等デイサービス笑光を
対象として調査を実施する．施設の概要は以下の
とおりである．
事業所名：放課後等デイサービス笑光
運営母体：合同会社笑光
設立年月日：2019 年 4 月 1 日
社員数：6 名
在籍利用児数：33 名（2021 年 8 月 18 日現在）
主な日程表（表 1）

表 1　療育スケジュール
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2．活動内容のフィールド調査
　当該施設における療育活動である柔道療育につ
いて，フィールド調査を通じて活動プロセスおよ
び活動内容を調査することとした．調査について
は 2020 年 4 月 28 日から 5 月 2 日にかけて実施さ
れた．

3．質問紙を用いた聞き取り調査
　柔道療育を受ける利用児に関する質問紙を作成
し，対象施設の代表指導者へ回答の聞き取り調査

（半構造化インタビュー）を実施した．なお代表
指導者は講道館柔道女子参段及び全日本柔道連盟
公認指導者ライセンスを取得しており，これまで
に私立中高，公立特別支援学校で勤務した経験が
ある．加えてフランスで柔道療育の指導経験もあ
り，障害者教育に精通した人物だと判断できる．
質問内容は字都宮（2008）が指導者に対して実施
した内容を参考にして筆者らが加筆修正したもの
である 22）．聞き取り調査は 2020 年 4 月 28 日に
実施した．質問内容は以下の通りである．
⑴ いつから柔道療育を始めましたか．
⑵ なぜ他のスポーツではなく，柔道なのですか．
⑶  柔道療育を始めようと考えたきっかけを教え

てください．
⑷  どのような障害を持った子を対象に教えてい

るのですか．
⑸  柔道療育の際に気をつけていることは何です

か．
⑹  療育の中で大変な点や困っている点は何です

か．
⑺ 指導内容（カリキュラム）を教えてください．
⑻  療育によってどのような効果が具体的に見ら

れましたか．

4．本研究での柔道療育の定義
　本研究では全国児童発達支援協議会の発達支援
の定義 24）を参考注 2）として，柔道療育の定義を以
下のとおりとする．柔道を自立支援の手段として
用いることで基本的な運動能力の獲得や身体動作
の不器用さの改善を目指し，また同時に生活習慣
の改善やコミュニケーション能力の向上を図った

り，自己の感情表現を上達させたりする一連の療
育活動を柔道療育と定義する．

5．本研究における調査対象者への倫理的配慮
　本研究は調査対象者の承諾を得た上で実施され
るものとし，対象者は自由に辞退，拒否および途
中離脱する権利を有するものとした．調査対象施
設の代表指導者には以上を含め，研究の趣旨及び
調査の内容を入念に説明し，同意書に署名を得る
ことで研究に対する協力と許可を得られたものと
した．同じく，先述のフィールド調査期間中に当
該施設を利用予定の利用児の保護者に対しても以
上の事項を入念に説明し，守秘義務を厳守するこ
とを伝えた上で協力をいただける旨の承認を得て
いる．

Ⅲ　結果
1．フィールド調査の結果：柔道療育の実態
　柔道療育は約 80 畳の道場にて，1 日 10 名ほど
の利用児を対象に 1 時間行われている．利用児の
障害の程度は概ね軽中度であり，ASD や注意欠
如・多動性障害（Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder，以下 ADHD と訳す）などの発達障害や，
精神遅滞などの知的障害を有する．また，これら
以外の障害（言語障害や身体障害）を有する児童
もいる．柔道療育は以上の障害の種類に関わらず，
一斉に実施されていた．したがって，以下の調査
結果については知的障害児と発達障害児，そのほ
かの障害児が一斉に柔道療育を実施している様子
を記している．指導者構成として，基本的に代表
指導者と補助指導者（非常勤職員）の計 2 名で以
下の柔道療育をリードしていた．他にスタッフ 2
名が給水準備などの補助を担当していた．
⑴ 整列
　柔道療育を開始する 10 分前に代表指導者が柔
道衣への着替えを促す指示を出すが，利用児の多
くは直ぐに柔道をする準備に移れない．直前まで
していた行動（遊びや宿題など）に固執する利用
児も多く，柔道衣に着替え終わるまでに 10 分以
上を要する利用児もいた．なおスタッフの補助な
しでは着替えられない利用児も多く，ほとんどの

武道学研究　J-stage　早期公開（2021 年 12 月 15 日）



―　　―4

利用児は柔道衣の紐と帯をスタッフに結んでも
らっていた．時間を要しながらも全員が着替えを
済み，全員が整列及び正座でき次第，稽古開始の
挨拶として座礼を行う．その際，左坐右起と称さ
れる柔道における座礼の順序が身につくよう代表
指導者が目の前で実演して指導する．その後号令
を以って利用児が座礼するが，号令は利用児同士
で決めたその日の代表児が行う．号令をかける代
表児を決める際，一度も号令を担当したことの無
い利用児には周辺の利用児が代表の座を譲ってあ
げるなど，利用児同士が相手の思いを大切にした
り，コミュニケーションを図ったりしている場面
が垣間見えた．その後指導者は柔道家として守る
べき規律を記載した施設訓「笑光 nico でのお約
束」を復唱させる．その内容は以下の通りである．
1）靴をきれいに並べる．
2）大きな声で返事をする．
3）柔道を道場以外では使わない．
4）道場に入るときは大きな声で挨拶をする．
5） 人の声を聞くときは，話している人の方を向

いて聞く．
復唱後，その日の運絡事項を確認し稽古に入る（図
1）．
⑵ 準備運動
　障害を持つ児童は健常者に比べて体力が劣る傾
向 8）にあり，投技を施すための筋力が不足してい
る利用児が多くみられる．当該施設指導者はその
背景を勘案しているようで，療育のはじめの約

10 分間は海外で活動している柔道指導者数名が
考案したとされる，柔道に必要な筋力をリズムに
合わせて強化する体操（以下，柔道ラジオ体
操 23））を準備体操として導入している．その後
スキップや全力疾走，前転，後転といった運動で
少しずつ負荷を高めていく．また一般的に「しぼ
り」や「脇締め」と呼ばれる固技における基本稽
古・補強運動なども採り入れていた．上記の各運
動はゲーム性を持たせることで利用児がより長く
集中して取り組めたり，競争意識を持ったりでき
るように入念に工夫されていた．例えば上記の固
技の補強運動は，いわゆる「だるまさんがころん
だ」ゲームと掛け合わせられ，利用児はそれに熱
中して取り組んでいた．利用児たちは「他の人に
負けるのが嫌だ」「1 番になりたい」といった競
争意識や「友違に教えてあげたい」という協調意
識を喜怒哀楽の載せた表情に出しながら真剣な眼
差しで療育活動に取り組んでいた（図 2，3）．
⑶ 寝姿勢でのゲーム
　指導者が G ボール（バランスボール）を利用

図 1　座礼の様子（上手くできない利用児もいる）

図 2　道場の中を全力疾走する様子

図 3　固技の補強運動の様子
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児の集団に向けて転がし，利用児たちは寝姿勢の
ままそのボールを避けるといったゲームを実施し
た．代表指導者曰く，寝姿勢で動いたり，転がっ
たりする感覚を身につける目的があり，かつ運動
強度も高いと話していた．なおこのゲームの形式
は小学生界隈では「なかあて」と言われているそ
うである（図 4）．
⑶ 受身の練習
　利用児らは全員で指導者を囲んでおおまかに馬
蹄系の体勢を作る．指導者は後受身，横受身，前
受身，前回り受身を順番に披露する．その後利用
児も同じように各受身を実践する．通常の柔道の
稽古では受身の指導方法として，受傷事故防止の
ため段階的に指導を行うのが一般的であるが，柔
道療育でも後受身であれば濱田ら（2010）が実践
した段階的な指導方法とほぼ同様に行なってお
り 3），そのほかの受身も段階的に指導されていた

（図 5，6）．
⑷ 足捌きの練習
　指導者は手作りの足捌きを学ぶ板を用意し，利

用児をその上に立たせて足捌きを支持する．利用
児は指導者の指示に合わせて前回り足捌きを練習
していた（図 7）．
⑸ 乱取（自由練習）
　指導者は利用児の相手となり，乱取（自由練習）
を実施する．乱取を実施する利用児の順番は予め
指導者が決めていた．指導者は利用児に対して引

図 4　寝姿勢でGボールを避けるゲームの様子

図 5　後受身の練習の様子

図 6　前回り受身の練習の様子

図 7　�前回り足捌きの練習の様子
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き立て稽古注 3）に努めていた．この際利用児の中
から審判役を決め，実際に審判を行うことでルー
ルに親しませる．その間待機している利用児は乱
取に取り組む利用児の応援を行う．利用児たちは
無我夢中で技を施し相手を投げるという非日常体
験に精一杯取り組んでいた．また，相手を投げた
時には十分な満足感に浸ることができていること
が表情などから窺えた（図 8）．
⑹ 整列
　療育開始時と同様に正座し，終了の挨拶として
座礼を行う．この際も号令は利用児が担当するが，
代表指導者がその日の柔道療育で様子の良かった
利用児を指名して号令係に任命していた．指名さ
れた利用児は号令係に任命されて嬉しさを感じて
いたようであった．
⑺ 更衣
　療育が終わると各自で柔道衣を脱ぎ，畳んで指
導者に返却する．その際指導者は，補助員に畳ん
でもらったり衣服を着せてもらったりするのでは
なく，なるべく自身で着脱衣することを促してい
た．

2．�質問紙を用いた聞き取り調査（半構造化イン
タビュー）の結果

　先述の質問内容に沿って，当該施設の代表指導
者に聞き取り調査をした結果は以下の通りとなっ
た．
⑴ いつから柔道療育を始めましたか．
　代表指導者談：現施設を開所したのが 2019 年
4 月 1 日であるため，その日から始めたことにな

る．それ以前の 2 年間でフランスに 2 度渡航して
おり，各 1 週間ほどの柔道療育の実地研修を経験
した．
⑵ なぜ他のスポーツではなく，柔道なのですか．
　代表指導者談：様々な理由がある．まずスポー
ツや運動を用いた療育活動の利点として，障害児
へ適度な運動を提供できることが挙げられる．こ
れによって生活習慣が少しずつ改善され，保護者
からは睡眠障害や排便の問題が改善されたとの報
告が数件ある．そして柔道に関して，2017 年に
フランスへ柔道の研修で渡航した際に柔道が障害
児の発達支援に用いられていることを知り，それ
を日本でも普及させたいと率直に考えたのがひと
つの理由である．また様々な文献を読み漁り，ヨー
ロッパでは柔道を用いた療育や療法の先行事例が
多数あると知った．そして施設設立から 1 年経っ
た今では，柔道が療育に適している点がはっきり
としてきた．まずは柔道における「相手と組み合
う」という競技特性である．約束稽古ならば相手
にタイミングを合わせなければならないし，その
他の場面でも組み合った際に気遣いを怠れば相手
を怪我させてしまう可能性がある．そういった経
験を通して，利用児の協調性やコミュニケーショ
ン能力が向上していると考えられる．次に，柔道
の裸足で運動するという特性である．現代は生活
様式の変化もあり，裸足で行動するのが以前より
少なくなっていると推測できる．そういった中で
柔道を通して裸足で動いたり，遊んだりすること
で非日常性のある体験もできるし，足裏や足先か
らの物理的な刺激も良いのではないかと考えてい
る．最後に，利用児が柔道家として自分に自信を
持つという点である．これは柔道が単なるスポー
ツではないと普段から利用児に説いている影響か
もしれないが，利用児たちは柔道を通して成功体
験を重ね，自己肯定感を向上させている傾向があ
ると思われる．もともと，利用児の中には自己肯
定感が低いという特徴的な性格がある子が少なく
ない．そういった子にとって柔道療育が自己肯定
感を高める良いツールになっているようである．
⑶ 柔道療育を始めようと考えたきっかけを教え
てください．図 8　�乱取（自由練習）の様子（奥は審判役の利用児）
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　代表指導者談：元々は特別支援学校の教員とし
て働いていたが，その際に重度の脳性麻痺を有す
る生徒の担任をしていた．普段，当該生徒は感情
表現と発語がほとんどなく，時々表情で意思表示
をする程度だった．ある日，私は授業の休み時間
の遊びに柔道を提案し，私と当該生徒は柔道衣を
着て柔道をすることになった．そして当該生徒は
私を抑え込むと声を出して笑い，逆に私が当該生
徒を抑え込むと涙を流して泣いて，感情を爆発さ
せた．私はこの経験から，柔道が障害を持つ子ど
もの自立支援の一手段になるのではないかと考え
るようになった．その後に先述のように，フラン
スに研修へ赴いた際に柔道が児童発達支援の方法
として用いられていることに感銘を受け，柔道を
用いて児童発達支援を始めることを決断した．フ
ランスでは行政や学校が道場と提携し，障害児が
学校から道場へと直接通っていた．帰国後，同じ
ような形式で柔道を用いて児童発達支援を始めよ
うと模索した結果，放課後等デイサービスという
制度を知り，1 年ほど立ち上げに奔走した．そし
て今日に至る．
⑷ どのような障害を持った子を対象に教えてい
るのですか．
　代表指導者談：ADHD が多く，ASD や精神遅
滞を有している利用児も多い．肢体不自由を有す
る子もいる．
⑸ 柔道療育の際に気をつけていることは何です
か．
　代表指導者談：気をつけている点は多数あるが，
まず利用児が負傷しないように充分な間隔，時間
感覚をとることである．他の利用児との空間・間
隔を認知することが苦手な利用児もいて，充分な
間隔がなければ他の利用児と衝突する可能性が高
い．また体力も一般的な同年齢の子と比べて劣る
場合が多いので，急かさずに充分な時間感覚を
以って療育活動に取り組ませている．
⑹ 療育の中で大変な点や困っている点は何です
か．
　代表指導者談：日々，新たな問題が噴出してき
ているのが現状である．ただ，先述のように自己
肯定感が低い利用児が一定数いるのだが，小さな

失敗で塞ぎ込んでしまう場面が多い．療育中もそ
の傾向は顕著であり，療育中に塞ぎ込んでしまう
ことによって全体または個人の活動が中断されて
しまうことも少なくない．これがこの 1 年間で顕
在的になってきた課題である．
⑺ 指導内容（カリキュラム）を教えてください．
　代表指導者談：火曜日から土曜日を開所日とし
ているが，その日の利用児によって内容は適宜変
えている．もっとも多い内容では，初めに柔道ラ
ジオ体操で体を温める．その後，柔道場を様々な
方向に走ったり，スキップしたりするように指示
する．この後にドッチボール形式のゲームや，い
わゆる「なかあて」形式のゲームを取り入れるこ
とも多い．その後，柔道の受身の練習をする．利
用児の習熟度によってその日練習する受身の種類
を変えている．その後に投技の練習をする．背負
い投げや大内刈り，大外刈りの打ち込みを実施す
ることが多い．なお受け入れ人数が多い日は利用
児によって習熟度が異なり，乱取の時間も多く必
要となるため，打ち込みを実施しない日もある．
また固技は基本的に袈裟固め以外指南していな
い．その後の乱取は基本的に指導者が利用児と対
戦する．つまり，道場内の乱取の組数はその日の
指導者数と同じであるので 1，2 組である．指導
者は利用児を適宜投げたり，投げられたりして攻
防の感覚を養わせる．なおかつ引き立て稽古に努
める．以上が柔道療育のひとつのカリキュラムで
ある．
⑻ 療育によってどのような効果が具体的に見ら
れましたか．
　代表指導者談：この 1 年間の柔道療育の実践で，
柔道療育の効果として以下のような点が示唆され
てきた．
1）我慢する心（自制心）が育まれる．
　当施設には衝動的な行動をする利用児が多い．
その中でも，通所開始当初は何事でも自分で行い
たがる自己中心的な者がいた．その利用児につい
ては，通所が続くうちに施設訓の復唱や療育時の
役割分担の際に態度の改善がみられた．施設訓の
復唱については通所開始時，その利用児は好きな
文章を指導者の号令を無視し，自分の好きなよう
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に発声していた．それによって場が乱れ，他の利
用児がパニックを起こしてしまうことが幾度も
あった．指導者がそのような態度を直すよう時間
をかけて入念に指導した結果，現在では場を乱す
ような行動はほとんどなくなった．また役割分担
について，通常ならば療育時の様々な役割をいわ
ゆるジャンケンや拳手制で決めていたが，利用児
は自分の思い通りにならないといじけた態度をと
り，療育に参加しない日も多々あった．しかし回
数を重ねるに連れて，自分の思い通りにならない
悔しい感情を自制し，我慢することが出来るよう
になった．さらに自分が選ばれた役割を下級生に
渡す心遣いの場面もみられるようになった．
2）ルールを守るようになる．
　施設内にはルールが定められ，それを守るよう
指導をしている．よって療育中も自分勝手なこと
は許されない．これは施設内のみでなく，実社会
でも求められる．通所開始時の多くの利用児は施
設のルールや時間割通りに行動できず，療育を妨
げてしまうことが多々あった．しかしほかの利用
児たちは互いに注意をし合うようになり，やがて
決められたルールや時間割を守ることができるよ
うになった．また最近では新規の利用児に対して
他の利用児がルールを教えることができるまでに
至り，成長している姿が見られた．
3）感情表現が豊かになる．
　当施設の柔道療育ではプログラムごとに競争を
させているが，利用児たちは勝つことができるよ
う懸命に取り組んでいる．通所開始当初は感情表
現が乏しい利用児が一定数いるが，柔道療育で勝
敗があることによって負けると泣くなどして悔し
い感情を表現したり，勝つことができた際には満
面の笑みで喜びを表現したり，感情表現が豊かに
なる傾向が示唆されている．
4）他人への気遣い，心遣いが身に付く．
　柔道療育時の利用児を観察していると，柔道で
お互いに組み合って行動することによって相手が
進もうとする方向や，相手がどんな技を施したい
のかを推測できる技能レベルに至った者が数名い
ることに気づいた．また利用児によっては，この
ような能力が養われたおかげで療育以外の学校生

活や私生活でも相手の気持ちを汲み取ることがで
きるようになったのか，暴言暴力を振るう機会が
減少したことが学級担任や保護者から報告を受け
ている．

Ⅳ�議論
　フィールド調査で得られた療育プログラムを勘
案すると，やはり当該施設でも運動能力について
課題がある利用児が多いことが推測される．実際
に先行研究でも，知的障害児が学齢期になっても
基本運動が習得できていないケースが多いと報告
されている 8）．柔道が格闘技である故に，運動機
能が未発達な児童に柔道をさせるのが適切である
かという議論もありえよう．だが筆者が今回
フィールド調査を実施した結果から思案するに，
対象となった柔道療育のプログラムは乱取を指導
者と利用児の組み合わせに限定して引き立て稽古
に徹するなど，対人競技的要素を可能な限り省い
たものであるため，対人場面で負傷する可能性は
最大限低くなっているように考えられる．また柔
道療育と称するものの，プログラムの一部は走っ
たり，前転や後転などの回転運動をしたりと一般
的な運動能力習得を目的としているものである．
このような回転運動を含む一連の柔道の稽古又は
柔道療育が学齢期児童の運動能力の向上や習得に
寄与したかを検討した先行研究は見当たらない．
よって今後はこのような柔道療育のプログラムを
持って利用児たちが実際に運動能力を習得したか
否かを検討する必要があるといえよう．
　聞き取り調査の結果からは，柔道療育を始めた
背景や柔道が療育に適している可能性を有してい
る話を聞くことができた．特に，質問事項「⑵な
ぜ他のスポーツではなく，柔道なのですか．」か
らは「約束稽古ならば相手にタイミングを合わせ
なければならないし，その他の場面でも組み合っ
た際に気遣いを怠れば相手を怪我させてしまう可
能性がある．そういった経験を通して，利用児の
協調性やコミュニケーション能力が向上している
と考えられる．」との回答があった．昨今では文
部科学省が共生社会の実現を提唱しており，障害
のある子どもが自立し社会参加したり，学校では
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障害のあるなしに関わらず共に学べたりできるよ
うな環境の実現を目指している 10）．このような
社会の実現には，障害児の協調性やコミュニケー
ション能力を涵養させることが必須であるとも考
えられよう．従って，柔道療育によってそのよう
な能力が涵養されるのであれば，それは共生社会
の実現にも寄与する可能性があるといえよう．そ
して当該施設の代表指導者は柔道療育の効果とし
て，自制心が身についたり，ルールを守れるよう
になったり，他者への心遣いが身に付いたりする
可能性があると述べられていた．原（2014）によ
ると他人の信念や欲求を推測したり，他者が自分
とは異なる考えを持つことを理解したり，それら
の情報を人の行動の理解予測に用いる認知能力の
ことを「心の理論」と呼ぶそうである 4）．聞き取
り調査で得られた柔道療育の効果を勘案すると，
当該施設の利用児等は柔道療育を通して心の理論
を育成している可能性があるといえよう．これに
関しても，今後利用児の行動変容に着目した追跡
研究を実施することで明らかになりえる部分だと
考えられよう．

Ⅴ�まとめ
　本研究では国内でも稀有な存在である，放課後
等デイサービスで柔道療育に取り組んでいる施設
を対象とし，活動の内容を調査するためにフィー
ルド調査および聞き取り調査を実施した．フィー
ルド調査の結果，柔道療育の詳しい内容が明らか
となった．なお当該施設では柔道の稽古だけでな
く，前転や後転などの回転運動を通して運動機能
の習得を目指しているようであった．聞き取り調
査については，当該施設の代表指導者が柔道療育
を始めたきっかけや，現時点で示唆されている柔
道療育の効果を聞き取ることができた．特に，自
制心や心遣いが養われると述べられていることか
らも，柔道療育は運動による身体面だけでなく精
神面への効果もあることが期待される．しかし本
研究で示唆された以上の効果をはじめ，柔道療育
のプロセスや方法論は科学的知見によって検証さ
れていない．したがって，今後学術研究によって
検証されるべきであるといえよう．

注
1）笑光は「にこ」と読む．
2）当該文献中では，療育を拡大した活動が発達
支援であると位置付けられている．

3）指導者が施設利用児の技能レベルに応じて優
しくきれいに投げたり，また大きく投げられた
りすることで正しい受身や投げ方を覚えられる
よう，相手を引き立たせる練習のこと．
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